
 

小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

制定 平成28年 8月23日           

最終改正 令和 7年 4月 1日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、小樽市が行う介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支

援総合事業（以下「小樽市総合事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険

法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の

適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）及び地域支

援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地

域支援事業の実施について」別紙）の例による。 

 

 （事業の目的） 

第３条 小樽市総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が

参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、

居宅要支援被保険者等に対する効果的、かつ、効率的な支援等を可能とすることを目的とす

る。 

 

 （事業の内容） 

第４条 市長は、小樽市総合事業として、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

  ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ｱ) 指定相当訪問型サービス 

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち、地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

２６年法律第８３号。）第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の

２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。 

(ｲ) 共生型指定相当訪問型サービス 

    都道府県知事が指定する次の①又は②に該当する事業者（以下「指定居宅介護等事業

者」という。）により行われる第１号訪問事業のうち、小樽市介護予防・日常生活総

合事業の第１号事業の人員等に関する基準を定める要綱（以下「基準要綱」とい

う。）第２章第５節に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。た

だし、指定居宅介護等事業者が(ｧ)の指定相当訪問型サービスについて、法第１１５

条の４５の３第１項の指定を受け又は受けようとする場合を除く。 



① 指定居宅介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害福祉サービス等基準」とい

う。）第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者をいう。） 

② 重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。）（以下

「障害者総合支援法」という。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支援法

第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。）の事業を行う者 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ｱ) 指定相当通所型サービス 

法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち、旧法第８条の

２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。 

(ｲ) 共生型指定相当通所型サービス 

都道府県知事が指定する次の①から⑤までのいずれかの事業者（以下、「指定生活介

護等事業者」という。）により行われる第１号通所事業のうち、基準要綱第３章第５

節に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。ただし、指定生活介

護等事業者が(ｧ)の指定相当通所型サービスについて、法第１１５条の４５の３第１項

の指定を受け又は受けようとする場合を除く。 

① 指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業者をいう。） 

② 指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項

に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。） 

③ 指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１

項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。） 

④ 指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援

基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者（主として重症

心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重

症心身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる事業所において、指定児童発達支援

（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）を提供するもの

を除く。）をいう。） 

⑤ 指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する

放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所に

おいて、指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定する指定放

課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。） 

ウ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

事業の内容については小樽市地域包括支援センター運営事業実施要綱及び要領に定め

る。 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防普及啓発事業 

事業の内容については小樽市介護予防普及啓発事業実施要綱及び小樽市認知症予防教室

実施要綱に定める。 



イ 地域介護予防活動支援事業 

事業の内容については小樽市地域版介護予防教室実施要綱、小樽市地域住民グループ支

援事業実施要綱、小樽市介護予防サポーター養成講座実施要綱及び小樽市委託型介護予

防事業（シニアからだづくり教室）実施要綱に定める。 

ウ 一般介護予防事業評価事業 

２ 前項に掲げる訪問型サービス及び通所型サービスは、法人である法第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）により実施する。また介護予

防ケアマネジメントは、地域包括支援センターにより実施する。 

 

（事業の対象者） 

第５条 前条第１項第1号に掲げる事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被保険者 

⑵ 省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２７年

厚生労働省告示第１９７号）に掲げる様式第１（基本チェックリスト）の記入内容が同基

準様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者（以下「事業対象者」という。） 

 

 （利用の手続） 

第６条 第４条第１項第１号ア又はイに掲げる事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマ

ネジメント依頼（変更）届出書（様式第１号）に被保険者証を添付して市長に届け出なけれ

ばならない。なお、要支援認定者は、小樽市介護保険条例施行規則（平成１２年小樽市規則

第６２号。以下「規則」という。）第１４条に規定する居宅・介護予防サービス計画作成依

頼（変更）届出書による届出をもって、上記届出があったものとみなす。 

 

 （介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額） 

第７条 省令第１４０条の６３の２第１項第１号イの規定により小樽市が定める第１号訪問事

業又は第１号通所事業に要する費用の額は、別表に掲げる１単位の単価に別添１に掲げる単

位数を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額は切り捨てて計算するものとする。 

３ 省令第１４０条の６３の２第１項第１号ロの規定により小樽市が定める第１号介護予防支

援事業に要する費用の額は、別表に掲げる１単位の単価に別添１に掲げる単位数を乗じて算

定するものとする。 

 

（第１号訪問事業又は第１号通所事業に要する費用の支給） 

第８条 市長は、前条の規定により算定された第１号訪問事業又は第１号通所事業に要する費

用の額の１００分の９０に相当する額を指定事業者に支払うものとする。 

 

 

２ 第１号訪問事業又は第１号通所事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２第

１項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定

める額以上である場合（次項に規定する場合を除く）において、前項の規定を適用する場合

においては、同項の規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。 



３ 第１号訪問事業又は第１号通所事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２第

２項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定

める額以上である場合において、第１項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「１

００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 

（第１号介護予防支援事業に要する費用の額） 

第８条の２ 市長は、第７条第３項の規定により算定された第１号介護予防支援事業に要する

費用の額の１００分の１００に相当する額を地域包括支援センターに支払うものとする。 

 

（介護予防・生活支援サービス事業の利用者負担） 

第８条の３ 第８条第１項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号訪問

事業又は第１号通所事業に要する費用の１００分の１０に相当する額とする。 

２ 第８条第２項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号訪問事業又は

第１号通所事業に要する費用の１００分の２０に相当する額とする。 

３ 第８条第３項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号訪問事業又は

第１号通所事業に要する費用の１００分の３０に相当する額とする。 

４ 前条の場合の利用者負担は、ないものとする。 

 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第９条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第１１５条の４５

の３第６項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

 

 （支給限度額） 

第１０条 第８条の規定により支払う額の限度額は、法第５５条第１項の規定の例によるもの

とする。 

２ 前項の規定を第５条第２号に規定する事業対象者に適用する場合において、介護予防サー

ビス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準

額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号）（以下

「支給限度基準額告示」という。）第２号イに規定する単位数とする。 

  ただし、当該単位数を超えてサービスを受けることによって、事業対象者の自立支援につ

ながる状態であると市長が認めた場合は、支給限度基準額告示第２号ロに規定する単位数と

することができる。 

３ 居宅要支援被保険者が、第１号訪問事業又は第１号通所事業及び介護予防サービス等（介

護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）を利用するときは、

第１号訪問事業又は第１号通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、

第１項の限度額を超えることができない。 

 

 （高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１１条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相

当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第

６１条及び法第６１条の２に定める規定を準用する。 



 （償還給付等の手続） 

第１２条 法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給費に係る償還給付及び高

額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続については、規則第２４条及び規則

第２４条の２の保険給付に関する規定を準用する。 

２ 申請及び支給決定等に係る様式は、規則第２４条及び規則第２４条の２に定める保険給付

に係る様式を用いるものとする。 

 

 （指定等の申請等） 

第１３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定による申請は、厚生労働大臣の定める様式及

び暴力団排除に係る誓約書（様式第２号）（以下「厚生労働大臣の定める様式等」とい

う。）により、原則、事業開始予定日の１月前までに行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第１１５条の４５の５第２項の規定及び

基準要綱に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者

に対し、事業者指定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

３ 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標

示するものとする。 

４ 当該事業者を指定することにより、小樽市介護保険計画に規定する地域支援事業に係る計

画量を超過する場合、又は地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じる場合

においては、第２項の指定を行わないことができる。 

５ 指定事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)

第２条第６号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者

(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同法同条第２号に規定する暴力団又は暴

力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であ

ってはならない。 

６ 指定事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講

じなければならない。 

 

 （指定事業者の指定の更新の申請） 

第１４条 指定事業者の指定の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者

からの申請により行う。 

(1) 訪問型サービス 

    前条の規定による指定事業者 

(2) 通所型サービス 

    前条の規定による指定事業者 

 

２ 法第１１５条の４５の６第１項の規定による申請は、厚生労働大臣の定める様式等により

行うものとする。 

３ 前条第２項から第６項までの規定は、指定の更新について準用する。 

 

 （指定の基準） 

第１５条 指定事業者は、基準要綱に掲げる基準に従い、訪問型サービス及び通所型サービス

の事業を行うものとする。 



 （指定の有効期間） 

第１６条 省令第１４０条の６３の７の規定により市が定める期間（以下「有効期間」とい

う。）は、原則６年とする。ただし、これにより難い場合、地域の実情に応じ検討し、別途

その期間を定める。 

   

 （変更の届出等） 

第１７条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、厚生労働大臣の定める様式

等を１０日以内に市長に提出しなければならない。 

２ 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、厚生労働

大臣の定める様式等をその廃止、休止の日の１月前まで、又は再開の日から１０日以内に市

長に提出しなければならない。 

３ 指定事業者は、前項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出

の日の１月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃

止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望するものに対し、必要な

サービス等が継続的に提供されるよう、他の訪問型サービス又は通所型サービスを行う事業

者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 

 （事業者情報の提供） 

第１８条 市長は、第１３条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、介

護保険サービス事業者管理台帳システム（以下「台帳システム」という。）を運用する地方

公共団体に対し、台帳システムの入力及び、指定事業者が国民健康保険団体連合会へ費用を

請求するために必要な様式の項目及びその他必要な情報について提供するものとする。 

 

（指導及び監査） 

第１９条 市長は、小樽市総合事業の適切、かつ、有効な実施のため小樽市総合事業を実施す

る者に対して、指導、調査及び監査を行うものとする。 

２ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を実施する者に対する指導及び調査は、

法第２３条の規定を準用するとともに、小樽市指定地域密着型サービス事業者等運営指導実

施要綱の規定に基づき行うものとする。 

３ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を実施する者に対する監査は、法第１１

５条の４５の７及び小樽市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の規定に基づき行うも

のとする。  

 

（不正利得の返還等） 

第２０条 市長は、偽りその他不正な行為により、指定事業者が法第１１５条の４５の３第２

項に規定する第１号事業支給費の支払を受けたときは、法第２２条第３項の規定を準用し、

当該支給費の全額又は一部の返還を求めることができる。 

２ 市長は、不正利得の返還を求めるときは、その返還させる額に１００分の４０を乗じて得

た額を支払わせることができる。 

 

 （補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、小樽市総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が



別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年８月２３日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の必

要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱中、別添１に追加された「平成３０年度介護報酬改定前の」については、平成３０年

７月３０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。次の各号に掲げる規定等は当該各

号に定める日から施行し、それまでの間については、なお従前の例による。 

（１） 第２条、第４条、第５条、第７条第３項、第８条第２項及び第３項、第８条の２、第

８条の３、第１２条第２項、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、第１７条、

第１８条、第１９条第２項及び第３項、第２０条、別表の規定 平成３０年８月１日 

（２） 別添１（「平成３０年度介護報酬改定前の」の文言を除く）の規定、様式２、様式

３、様式４ 平成３０年１０月１日 

 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。  

  

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、指定事業所の指定の更新その他の

必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 （新型コロナウイルス感染症への対応） 

２ 令和３年９月３０日までの間は、別添１の訪問型サービス費の⑴のイからハ及び⑵のイか

らリ、通所型サービス費の⑴のイからハ及び⑵のイからリ並びに介護予防ケアマネジメント

費の⑴について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。  



  附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の必

要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の必要

な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。  

 

附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の必要

な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。  

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の必要

な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 

別表（第７条関係） 

サービス種類 １単位の単価 

訪問型サービス 厚生労働省大臣が定める１単位の単価（平成３０年厚生

労働省告示第７８号。以下「単価告示」という。）の規

定により１０円に小樽市の地域区分における訪問介護の

割合を乗じて得た額とする。 

通所型サービス 単価告示の規定により１０円に小樽市の地域区分におけ

る通所介護の割合を乗じて得た額とする。 

介護予防ケアマネジ

メント 

単価告示の規定により１０円に小樽市の地域区分におけ

る介護予防ケアマネジメントの割合を乗じて得た額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添１ 

訪問型サービス費及び通所型サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとす

る。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げるほかは、地域支援事業実施要綱（平成

１８年６月９日老発第０６０９００１号）、介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第

１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和６年厚生労働省告示第８６号）及び同基準の

制定に伴う実施上の留意事項について（令和６年３月１５日老認発０３１５第５号）、指定介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）

並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１号・老振発第０３１７００１号・

老老発第０３１７００１号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準ずる

ものとする。 

 

１ 訪問型サービス費 

 ⑴ 指定相当訪問型サービス費 １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）  

イ １週に１回程度の場合                １，１７６単位 

（事業対象者・要支援１・２） 

ロ １週に２回程度の場合                ２，３４９単位 

（事業対象者・要支援１・２） 

ハ １週に２回を超える程度の場合            ３，７２７単位 

（事業対象者・要支援２） 

 ⑵ 共生型指定相当訪問型サービス費 １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

イ １週に１回程度の場合 

 （事業対象者・要支援１・２） 

(1) 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者において、

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修

了者、旧訪問介護員１級課程又は旧２級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程

修了者(相当する研修課程修了者を含む。)が指定相当訪問型サービスを提供する場合                                               

１，１７６単位 

(2) 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者において、

障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、

介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正

前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第１項に規定する３級

課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経験を

有する者(平成18年３月３１日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅

介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知

事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをい

う。)及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業

者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に

相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行

った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（以下「旧外出介

護研修修了者」という。）を含む。)が指定相当訪問型サービスを提供する場合                              

８２３単位 



(3) 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者において、

重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)が指定相

当訪問型サービスを提供する場合(早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に

人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限る。)又は障害者総合支

援法第５条第３項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス（同法第２９

条第1項に規定する指定障害福祉サービス）の事業を行う者（以下「指定重度訪問介

護事業所」という。）が指定相当訪問型サービスを提供する場合 

                                １，０９４単位 

ロ １週に２回程度の場合 

（事業対象者・要支援１・２） 

(1)（２）のイの(1)と同様の場合                 ２，３４９単位 

(2)（２）のイの(2)と同様の場合                 １，６４４単位 

(3)（２）のイの(3)と同様の場合                 ２，１８５単位 

 

ハ １週に２回を超える程度の場合 

（事業対象者・要支援２） 

(1)（２）のイの(1)と同様の場合                 ３，７２７単位 

(2)（２）のイの(2)と同様の場合                 ２，６０９単位 

(3)（２）のイの(3)と同様の場合                 ３，４６６単位 

 

⑶ 初回加算 ２００単位（１月につき） 

⑷ 生活機能向上連携加算  

イ 生活機能向上連携加算 （Ⅰ）        １００単位（１月につき） 

ロ 生活機能向上連携加算 （Ⅱ）        ２００単位（１月につき） 

 ⑸ 口腔連携強化加算               ５０単位（１月につき） 

⑹ 介護職員等処遇改善加算 

 イ 介護職員等処遇改善加算 （Ⅰ）       ＋所定単位× ２４５／１０００ 

 ロ 介護職員等処遇改善加算 （Ⅱ）       ＋所定単位× ２２４／１０００ 

 ハ 介護職員等処遇改善加算 （Ⅲ）       ＋所定単位× １８２／１０００ 

ニ 介護職員等処遇改善加算 （Ⅳ）       ＋所定単位× １４５／１０００ 

 

注１ 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所（指定相当訪問型サービス等基準第４

条第１項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（同

項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、

介護予防サービス計画（指定相当訪問型サービス等基準第１４条に規定する介護予防サービ

ス計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数

を算定する。 

注２ ⑴及び⑵については、省令第２２条の２３第１項に規定する生活援助従事者研修課程の

修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 



注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注５ 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内

の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷

地内建物等」という。）に居住する利用者（指定相当訪問型サービス事業所における１月当た

りの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指

定相当訪問型サービス事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住す

る建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを

行った場合は、所定単位数の 100分の 90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービ

ス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住

する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の 100分の 85に

相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪

問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定相当訪問型サービス事業

所における１月あたりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利

用者を除く。）に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の 100分の 88

に相当する単位数を算定する。 

注６ ⑶について、指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作

成した利用者に対して、サービス提供責任者（指定相当訪問型サービス等基準第４条第２項

に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。）が初回若しくは初回の指定

相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該

指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問

型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任

者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

注７ ⑷について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型

サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、

個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用

者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、

１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）        １００単位（１月につき） 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）        ２００単位（１月につき） 

注８ ⑸について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相

当訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用

者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第３７号）第２条第１項に規定する担当職員をいう。）、介護支援専門員（同

条第２項に規定する介護支援専門員をいう。）又は第１号介護予防支援事業（法第１１５条の

４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業をいう。）に従事する者に対し、当該

評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、１月に１回に限り所定単



位数を加算する。 

注９ ⑹イ～ニについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の

改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、

指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑸までにより算定した単位数の 1000 分の 245 に

相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑸までにより算定した単位数の 1000 分の 224 に

相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑸までにより算定した単位数の 1000 分の 182 に

相当する単位数                                  

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑸までにより算定した単位数の 1000 分の 145 に

相当する単位数                               

注 10 介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。また、「事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者 20人以上にサービスを行う場合」を適

用する場合は、支給限度額の算定に当たっては、当該減算前の単位数を算入するものとする。 

注 11 １の(1)について、利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型

サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サー

ビス事業所が指定相当訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。  

注12 共生型訪問介護相当サービスにおける障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重

度訪問介護従業者養成研修課程修了者等による共生型訪問介護の取扱い 

（２）のイの⑴、ロの⑴及びハの⑴以外の研修課程修了者については、65歳に達した日の

前日において、これらの研修課程修了者が勤務する指定居宅介護事業所又は指定重度訪

問介護事業所において、指定居宅介護又は指定重度訪問介護を利用していた高齢障害者

に対してのみ、訪問介護相当サービスを提供できることとする。すなわち、新規の要支

援高齢者へのサービス提供はできない。 

 

２ 通所型サービス費 

⑴ 指定相当通所型サービス費 １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

イ 事業対象者・要支援１                  １，７９８単位 

 

ロ 事業対象者・要支援２（週１回程度の通所）        １，７９８単位 

 

ハ 事業対象者・要支援２（週２回程度の通所）        ３，６２１単位 

      

⑵  共生型指定相当通所型サービス費 １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

イ（共生型）事業対象者・要支援１             

(1) 指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定生活介護事業所が行

う場合                        １，６７２単位 

 



 (2) 指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓

練）事業所が行う場合・指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業所が行う場合       １，７０８単位 

(3) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５条第

１項に規定する指定児童発達支援事業所が行う場合・指定通所支援基準第６６条第１

項に規定する指定放課後等デイサービス事業所が行う場合  １，６１８単位 

 

ロ（共生型）事業対象者・要支援２ 週１回程度の通所    

(1) ⑵のイの(1)と同様の場合               １，６７２単位 

(2) ⑵のイの(2)と同様の場合               １，７０８単位 

(3) ⑵のイの(3)と同様の場合               １，６１８単位 

   

ハ（共生型）事業対象者・要支援２ 週２回程度の通所  

(1) ⑵のイの(1)と同様の場合               ３，３６８単位 

(2) ⑵のイの(2)と同様の場合               ３，４４０単位 

(3) ⑵のイの(3)と同様の場合               ３，２５９単位 

⑶ 生活機能向上グループ活動加算          １００単位（１月につき） 

⑷ 若年性認知症利用者受入加算           ２４０単位（１月につき） 

⑸ 栄養アセスメント加算 ５０単位（１月につき） 

⑹ 栄養改善加算 ２００単位（１月につき） 

⑺ 口腔機能向上加算 

 イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）            １５０単位（１月につき） 

 ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）            １６０単位（１月につき） 

⑻ 一体的サービス提供加算             ４８０単位（１月につき） 

 ⑼ サービス提供体制強化加算 

  イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

① 事業対象者・要支援１       ８８単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２       ８８単位（１月につき・週１回程度の通所） 

③ 事業対象者・要支援２      １７６単位（１月につき・週２回程度の通所） 

  ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

   ① 事業対象者・要支援１       ７２単位（１月につき） 

   ② 事業対象者・要支援２       ７２単位（１月につき・週１回程度の通所） 

   ③ 事業対象者・要支援２      １４４単位（１月につき・週２回程度の通所） 

  ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

   ① 事業対象者・要支援１       ２４単位（１月につき） 

   ② 事業対象者・要支援２       ２４単位（１月につき・週１回程度の通所） 

   ③ 事業対象者・要支援２       ４８単位（１月につき・週２回程度の通所） 

 ⑽ 生活機能向上連携加算        ２００単位（１月につき） 

  イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）    １００単位（１月につき） 

※ ３月に１回を限度とする 

 



  ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）    ２００単位（１月につき） 

※ 運動器機能向上加算を算定している場合には、１００単位（１月につき） 

⑾ 口腔・栄養スクリーニング加算 

 イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）       ２０単位（１回につき） 

※ ６月に１回を限度とする 

 ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）        ５単位（１回につき） 

※ ６月に１回を限度とする 

⑿ 科学的介護推進体制加算 ４０単位（１月につき） 

 ⒀ 介護職員等処遇改善加算 

  イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）         ＋所定単位× ９２／１０００ 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）         ＋所定単位× ９０／１０００ 

  ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）         ＋所定単位× ８０／１０００ 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）         ＋所定単位× ６４／１０００ 

⒁  生活相談員配置等加算（共生型指定相当通所型サービスのみ） 

イ ⑵のイ・ロを算定している場合          ５２単位（１月につき） 

ロ ⑵のハを算定している場合           １０４単位（１月につき） 

 

注１ 看護職員（指定相当訪問型サービス等基準第４８条第２号に規定する看護職員をいう。

以下同じ。）又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービ

ス事業所（同条第１項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。）にお

いて、指定相当通所型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた

標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護

職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚

生労働大臣が定めるところにより算定する。 

注２ 利用者が事業対象者（省令第１４０条の６２の４第２号に定める者をいう。以下同じ。）

であって、介護予防サービス計画において、１週に１回程度の指定相当通所型サービスが

必要とされた場合については⑴のイに掲げる所定単位数を、１週に２回程度又は２回を超

える程度の指定相当通所型サービスが必要とされた場合については⑴のハに掲げる所定単

位数を、それぞれ算定する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算

として、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注５ ⑴及び⑵について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に７０／ 

１００を乗じる。 

注６ ⑴及び⑵について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に 

７０／１００を乗じる。 

注７ ⑴及び⑵について、利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通

所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所

型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定

しない。 



注８ ⑴及び⑵について、指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定

相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に

対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に

掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると

認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に

対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

⑴ ⑴及び⑵のイ・ロを算定している場合    376単位 

⑵ ⑴及び⑵のハを算定している場合      752単位 

注９ 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない

場合は、片道につき 47単位（⑴及び⑵のイ・ロを算定している場合は１月につき 376単位

を、⑴及び⑵のハを算定している場合は１月につき 752単位を限度とする。）を所定単位数

から減算する。ただし、注８を算定している場合は、この限りでない。 

注 10 ⑶について、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループ

に対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サ

ービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合

において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス

提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 

注 11 ⑶における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した

事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象

に含むものとする。 

注 12 ⑸について、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相

当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して

栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握すること

をいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サ

ービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

注 13 ⑻について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指

定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サー

ビスをいずれも実施した場合に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、⑹又は⑺を

算定している場合は、算定しない。 

注 14 ⒀イ～ニについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の

改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対

し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 



⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑿までにより算定した単位数の 1000分の 92に

相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑿までにより算定した単位数の 1000分の 90に

相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑿までにより算定した単位数の 1000分の 80に

相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑿までにより算定した単位数の 1000分の 64に

相当する単位数                             

注15  ⒁について、共生型指定相当通所型サービス提供日に生活相談員（社会福祉士、精神

保健福祉士等）が１名以上配置され、当該事業所が地域や多世代との関わりを持つための

活動等を行っている場合に算定することができる。 

注 16 「事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス

（独自）を行う場合」、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等処

遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

⑴ 介護予防ケアマネジメント費          ４４２単位（１月につき） 

⑵ 初回加算                   ３００単位（１月につき） 

⑶ 委託連携加算                 ３００単位 

 

注１ 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援１及び要支援２を対象とする。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

  



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

 

 

 

  

※変更する場合のみ記入してください。

備考　記入上の注意事項について、余白に記載すること。

（　　　　年　　月　　日）

　　　　　 　　上記の地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼することを届け出ます。

 （宛先）小樽市長

年　　　月　　　日 

住　所

氏　名
被保険者

 電話番号 　　 　（　　　 　　）

居宅介護支援事業所名 居宅介護支援事業所の所在地  〒　　 －

電話番号　　 　（　　　　）

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等

変更年月日

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

地域包括支援センター名 地域包括支援センターの所在地  〒　　 －

電話番号　　 　（　　　　）

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
※居宅介護支援事業者が介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。

年　　月　　日

住所 〒　　　　－

（　　　　）　　　　－
 電話番号

生 年 月 日

新規 ・ 変更
区　分

被 保 険 者 番 号被 保 険 者 氏 名

ﾌﾘｶﾞﾅ



様式第２号（第１３条関係） 

 

暴力団排除に係る誓約書 

 

年  月  日 

 

            殿 

 

申請者（名称）                     

（代表者の職名・氏名）              

 

 

 申請者及び役員等は、小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第１３条第５項に規

定されている暴力団員等に該当しないことを誓います。 

 なお、本誓約書の内容について、小樽市が小樽警察署に照会することを承諾します。 

 

【小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱】 

（指定等の申請等） 

第１３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定による申請は、厚生労働大臣の定める様式

及び暴力団排除に係る誓約書（様式第２号）（以下「厚生労働大臣の定める様式等」とい

う。）により、原則、事業開始予定日の１月前までに行うものとする。 

５ 指定事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号)第２条第６号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団

関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同法同条第２号に規定

する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力

団員等」という。)であってはならない。 

６ 指定事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措

置を講じなければならない。 

 

 

 

  



様式第３号（第１３条関係） 

介護指令第   号 

年  月  日 

事業者名 

 役職  代表者名 様 

 

小 樽 市 長      印  

 

 

事業者指定通知書 

 

 標記の件について、介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定により指定事業者と 

して指定しましたので、通知します。 

 

 

事 業 者 の 名 称  

代表者の職名・氏名  

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 番 号  

事 業 所 の 所 在 地  

指 定 年 月 日  

指 定 の 有 効 期 限  

サ ー ビ ス の 種 類  

 

 

 

 


